
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

よ
る
影
響
が
長
期
化
す
る
な
か
で
、

食
費
な
ど
の
物
価
高
騰
等
に
直
面
す

る
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
の
生
活
を

支
援
す
る
た
め
、
子
育
て
世
帯
生
活

支
援
特
別
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

▽
支
給
額

児
童
１
人
当
た
り
５
万

円
（
１
回
限
り
）

▽
対
象
・
申
請
方
法
な
ど

●
低
所
得
の
ひ
と
り
親
世
帯
…
表
１

の
と
お
り

●
そ
の
他
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
…

表
２
の
と
お
り

詳
し
く
は
、
子
育
て
応
援
サ
イ
ト

る
の
キ
ッ
ズ
の
「
子
育
て
世
帯
生

活
支
援
特
別
給
付
金
」
の
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
締
切
り

令
和
５
年
２
月
28
日
㈫

ま
で

▽
受
付
・
問
合
せ

子
ど
も
政
策
課

子
ど
も
政
策
係
、
五
日
市
出
張
所

市
民
総
合
窓
口
係
（
受
付
の
み
）

誰
も
が
、
職
場
で
、
学
校
で
、
地

域
で
、
家
庭
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性

と
能
力
を
発
揮
で
き
る
「
男
女
共
同

参
画
社
会
」
を
実
現
す
る
た
め
に
は

政
府
や
地
方
公
共
団
体
だ
け
で
な

く
、
皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
の
取
組
が

必
要
で
す
。
男
女
共
同
参
画
に
つ
い

て
、
こ
の
機
会
に
考
え
て
み
ま
し
ょ

う
。

▽
２
０
２
２
年
度
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー

ズ
「
あ
な
た
ら
し
い
」
を
築
く
、

「
あ
た
ら
し
い
」
社
会
へ

▽
そ
の
他

詳
し
く
は
、
男
女
共
同

参
画
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認

で
き
ま
す
。

▽
問
合
せ

企
画
政
策
課

市
で
は
、
市
民
文
化
ホ
ー
ル
（
秋

川
キ
ラ
ラ
ホ
ー
ル
）
の
管
理
運
営
を

行
う
指
定
管
理
者
を
募
集
し
ま
す
。

▽
募
集
内
容
な
ど

●
施
設
名
と
所
在
地
…
秋
川
キ
ラ
ラ

ホ
ー
ル
（
秋
川
１

－

16

－

１
）

●
応
募
資
格
…
市
民
文
化
ホ
ー
ル
の

管
理
運
営
を
安
全
か
つ
正
確
に
行

え
る
団
体
・
法
人

●
指
定
期
間
…
令
和
５
年
４
月
１
日

～
令
和
10
年
３
月
31
日
（
５
年
間
）

▽
説
明
会

●
日
時
…
７
月
４
日
㈪

午
前
９
時

30
分
～

●
会
場
…
あ
き
る
野
ル
ピ
ア
（
秋
川

１

－

８
）
３
階
産
業
情
報
研
修

室
●
現
地
説
明
会
…
概
要
説
明
終
了

後
、
現
地
に
移
動
し
行
い
ま
す
。

※
申
請
予
定
団
体
は
、
６
月
30
日
㈭

ま
で
に
「
募
集
説
明
会
参
加
申
込

書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
応
募
書
類
の
配
付

７
月
８
日
㈮

ま
で

※
書
類
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▽
申
込
み
方
法

８
月
８
日
㈪
か
ら

８
月
12
日
㈮
午
後
５
時
ま
で
に
、

直
接
窓
口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

（
祝
日
を
除
く
）。

▽
申
込
み
・
問
合
せ

生
涯
学
習
推

進
課
生
涯
学
習
係
（
直
通
５
５

８
・
２
４
３
８
、

５
５
８
・
１

５
６
０
）

男女共同参画
ホームページ

「
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
」

が
出
産
し
た
と
き
は
、
出
産
前
後
の

一
定
期
間
の
保
険
料
が
免
除
さ
れ
、

保
険
料
を
納
め
た
期
間
と
し
て
、
将

来
の
年
金
額
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

産
前
産
後
期
間
の
保
険
料
を
す
で

に
納
付
し
た
方
や
、
毎
年
継
続
し
て

免
除
・
猶
予
制
度
を
利
用
し
て
い
る

方
も
届
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
期
間

産
前
産
後
期
間
（
出
産
予

定
日
か
出
産
日
が
属
す
る
月
の
前

月
か
ら
４
か
月
間
）

※
多
胎
妊
娠
の
方
は
、
出
産
予
定
日

か
出
産
日
が
属
す
る
月
の
３
か
月

前
か
ら
６
か
月
間

※
出
産
と
は
、
妊
娠
85
日
（
４
か

月
）
以
上
の
出
産
を
い
い
ま
す

（
死
産
、
流
産
、
早
産
さ
れ
た
方

を
含
み
ま
す
）。

▽
対
象
「
国
民
年
金
第
１
号
被
保

険
者
」
で
、
出
産
日
が
平
成
31
年

２
月
１
日
以
降
の
方

▽
届
出
時
期

出
産
予
定
日
の
６
か

月
前
か
ら

※
出
産
後
で
も
さ
か
の
ぼ
っ
て
届
出

が
で
き
ま
す
。

▽
持
ち
物

母
子
手
帳
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
（
お
持
ち
で
な
い
方

は
、
運
転
免
許
証
な
ど
の
本
人
確

認
書
類
）

▽
届
出
・
問
合
せ

保
険
年
金
課
年

金
係

交
通
事
故
や
傷
害
事
件
な
ど
、
第

三
者
行
為
に
よ
る
治
療
の
た
め
に
医

療
機
関
を
受
診
す
る
場
合
、
原
則
加

害
者
が
そ
の
損
害
を
負
担
し
ま
す
の

で
、
健
康
保
険
証
は
使
用
で
き
ま
せ

ん
（
必
要
書
類
の
提
出
を
条
件
に
、

申
出
に
よ
り
使
用
を
許
可
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
）。

健
康
保
険
証
の
使
用
を
希
望
す
る

方
は
、
必
ず
加
入
し
て
い
る
健
康
保

険
へ
連
絡
し
、
健
康
保
険
証
の
使
用

許
可
を
得
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
際
に

提
出
が
必
要
な
書
類
を
案
内
し
ま
す

の
で
、
後
日
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
健
康
保
険
は
、
加
害
者
が
支
払

う
べ
き
医
療
費
を
一
時
的
に
立
て
替

え
、
提
出
さ
れ
た
必
要
書
類
に
基
づ

い
て
加
害
者
も
し
く
は
保
険
会
社
へ

請
求
し
ま
す
。

※
仕
事
中
や
通
勤
途
中
で
の
負
傷

は
、
健
康
保
険
証
を
使
う
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

※
第
三
者
行
為
に
よ
っ
て
介
護
保
険

を
利
用
す
る
場
合
も
届
出
が
必
要

で
す
。

※
必
要
書
類
を
提
出
し
な
い
場
合
や

加
害
者
と
不
利
な
示
談
な
ど
を
し

た
場
合
、
健
康
保
険
証
が
使
え
な

く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▽
問
合
せ

●
国
民
健
康
保
険
…
保
険
年
金

課
国
民
健
康
保
険
係

●
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
…
保

険
年
金
課
後
期
高
齢
者
医
療

係
●
介
護
保
険
…
高
齢
者
支
援
課

介
護
保
険
係

こ
の
制
度
は
、
市
の
消
防
団
活
動

に
協
力
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
事
業

所
に
対
し
、
「
消
防
団
協
力
事
業
所

表
示
証
」
を
交
付
す
る
も
の
で
す
。

▽
認
定
基
準

次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
事
業
所

●
２
人
以
上
の
従
業
員
が
消
防
団
に

入
団
し
て
い
る

●
従
業
員
の
消
防
団
活
動
に
つ
い

て
、
積
極
的
に
配
慮
し
て
い
る

●
災
害
時
な
ど
に
資
機
材
を
消
防
団

に
提
供
す
る
等
、
消
防
団
活
動
に

協
力
し
て
い
る

な
ど

▽
そ
の
他

認
定
期
間
内
に
限
り
、

表
示
証
を
事
業
所
に
表
示
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
画

像
を
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
チ
ラ
シ
、

ポ
ス
タ
ー
、
看
板
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
な
ど
の
広
告
に
使
用
で
き
ま

す
。

▽
申
請
方
法
「
あ
き
る
野
市
消
防

団
協
力
事
業
所
認
定
申
請
書
」
に

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▽
問
合
せ

地
域
防
災
課
防
災
係

表１　ひとり親の子育て世帯

対象者 申請方法 支給方法 支給時期

令和４年４月分の児童扶養手当を受給

された方
申請不要です。

手当受給口座に

振り込みます。
６月下旬頃

公的年金等受給者で、令和４年４月分

の児童扶養手当が全額停止の方（※）

申請が必要です。

申請書に記載さ

れた口座に振り

込みます。

申請受付後

順次新型コロナウイルス感染症の影響を受

け、家計が急変するなどし、収入が児

童扶養手当の対象水準に下がった方

（※）児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る場合

表２　その他の子育て世帯

対象者 申請方法 支給方法 支給時期

令和４年４月分から令和５年３月分の

児童手当または特別児童扶養手当を受

給している方で、令和４年度住民税が

非課税の方

公務員以外の方

→申請不要です。

手当受給口座に

振り込みます。

４月分受給者

→７月上旬頃

その他→手当

認定後順次

公務員の方

→申請が必要です。

申請書に記載さ

れた口座に振り

込みます。

申請受付後

順次

高校生相当児童（※）のみを養育して

いる方で、令和４年度住民税が非課税

の方

申請が必要です。

申請書に記載さ

れた口座に振り

込みます。

申請受付後

順次

高校生相当までの児童を養育する方

で、新型コロナウイルス感染症の影響

を受け、家計が急変するなどし、収入

が令和４年度住民税の非課税世帯の対

象水準に下がった方

申請が必要です。

申請書に記載さ

れた口座に振り

込みます。

申請受付後

順次

（※）高校生相当児童：平成１６年４月２日から平成１９年４月１日までに生まれた児童

あきる野市消防団協力事業所一覧表
令和４年６月１日現在

事業所名 住　所

鈴木建築 五日市560

株式会社フジワラ技建 三内259

秋川農業協同組合本店 秋川3-1-1

秋川農業協同組合

東秋留支店
二宮2305

秋川農業協同組合

多西支店
草花3076

秋川農業協同組合

増戸支店
伊奈859-1

秋川農業協同組合

五日市支店
五日市18

有限会社

アキオートサービス
小川東1-24-4

株式会社髙木造園 小川東1-22-4

松村ダスト有限会社 あきる野市舘谷251-1

株式会社

トーエーテクニカ
あきる野市引田495

その他世帯 ひとり親世帯

あきる野市役所　☎（042）558－1111㈹ 令和４年（2022年）６月15日 （2）

産
前
産
後
期
間
は
国
民
年
金

保
険
料
が
免
除
に
な
り
ま
す

あ
き
る
野
市
消
防
団

協
力
事
業
所
表
示
制
度

交
通
事
故
な
ど
に
遭
っ
た
と
き

は
必
ず
届
出
し
て
く
だ
さ
い

低
所
得
者
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る

生
活
支
援
特
別
給
付
金
を
支
給
し
ま
す

６
月
23
日
か
ら
29
日
ま
で
は

男
女
共
同
参
画
週
間
で
す

市
民
文
化
ホ
ー
ル
の

指
定
管
理
者
を
募
集
し
ま
す


